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○ 本手引について 

本手引は事務処理を円滑に実施していただくことを目的としています。 

助成事業者の方は、助成金交付決定通知書と本手引に基づいて、助成事業に係る経

費の証拠書類を整理・保管し、金銭の流れを明確にした適切な経理処理をする必要が

あります。 

 

○ お問い合わせ先 

(公財)東京都中小企業振興公社 創業支援課 創業助成担当  

〒１００－０００５  

東京都千代田区丸の内2-1-1 明治安田生命ビル低層棟2階 

TOKYO創業ステーション 

 

TEL：03（5220）1142 e-mail：sogyo@tokyo-kosha.or.jp 

 

 

○ TOKYO創業ステーションのホームページ（H P） 

https://startup-station.jp/m2/services/sogyokassei/ 

TOKYO創業ステーション 創業助成 で検索できます。 

 

mailto:sogyo@tokyo-kosha.or.jp


 

 

 

I. 助成金交付の目的と交付決定通知書の内容 _______________________ 1 

II. 助成事業のスケジュール ______________________________________ 2 

III. 助成対象経費 ________________________________________________ 3 

IV. 助成対象期間中の手続きについて ____________________________ 11 

V. 助成対象期間終了における実績報告について ___________________ 15 

VI. 助成事業完了後の注意事項 __________________________________ 25 

VII. 助成金交付決定の取消し・助成金の返還 _______________________ 27 

VIII. よくあるご質問 ____________________________________________ 28 

 

 

 

目  次 



 

1 

I. 助成金交付の目的と交付決定通知書の内容 

 

（１） 助成金交付の目的 

本助成金は、創業者等に対し、創業初期に要する経費の一部を助成することにより、都内における創

業のモデルケースを創出し、新たな雇用を生み出すなど、東京の産業活力を向上させることを目的とし

ています。 

 

（２） 助成金の交付決定 

助成金の交付決定とは、「助成金の申請者に対して、助成事業を遂行した場合に助成金を交付する旨

を意思表示すること」を意味します。 

 

（３） 助成対象事業 

助成金対象の事業は、交付決定通知書に記載された事業です。この事業と異なる内容の事業を行った

場合には、助成対象となりません。 

 

（４） 助成対象期間 

助成対象事業の対象となる期間は、交付決定日（令和4年（２０２2年）９月１日）から令和6年 

（２０２4年）８月31日までです。 

 

（５） 助成金交付決定額 

助成金交付決定額は本事業への申請に基づいて算出した額で、その内訳は、交付決定通知書（交付決

定通知書につきましては、Ｐ.29「Ⅷ よくあるご質問 Ｑ２」をご参照ください）に記載のとおりで

す。助成金交付決定額は、助成金交付額の上限を指し、最終的に支払われる金額を指すものではありま

せんので、ご注意ください。助成事業者の方に支払われる助成金交付額は、事業完了後に行う検査で確

認した後、助成金確定通知書によりご連絡いたします。 

 

 

 

 

（6）助成事業者の方に発生する負担 

本助成事業は、交付決定により負担付贈与契約が成立します。 

助成事業者の方に発生する負担は、以下の通りです。 

① 助成対象期間中に、交付決定を受けた取組を適切に遂行する義務 

② 交付決定に付される下記の条件を遂行する義務 

○ 個人や個人事業主の方は、助成対象期間中に法人設立を行わないこと。 

○ 原則として、助成事業の完了した年度の翌年度から起算して５年間、都内の主たる事業所に 

おける事業活動を継続すること。 

○ 助成事業終了後に個人事業主から法人化する場合、助成事業者の方が、当該法人の代表者と 

なり、同一事業を行う場合は、事業活動を継続していると見なす。事業活動を継続していると 

見なす場合、企業化状況報告や収益納付等の助成事業完了後の責務は当該法人が継承すること 

とする。 

③ 実績報告書等の書類の提出義務 

 

 

  

助成金交付決定額 支払われる助成金交付額 ≧ 
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II.  助成事業のスケジュール 

 
 

９月  ２月 ３月以降  ８月 ９月以降   

      

 
 
 助成対象期間 

交付決定日から事業完了日までの期間を指します。事業完了日は、交付決定日から６か月以上２年

が経過する日までの間で、助成事業者が設定した日です。交付決定日から６か月以上が経過した助成

事業者の方は、２年経過する日が到来する前に助成事業を完了することができます。 

【最長のケース(2 年)】交付決定日 令和 4 年（２０２2 年）９月１日～ 

事業完了日 令和 6 年（２０２4 年）８月 31 日 

【最短のケース(６か月)】交付決定日 令和 4 年（２０２2 年）９月１日～ 

事業完了日 令和５年（２０２３年）２月 28 日 

 

 実績報告・検査 

助成対象期間終了後（中間払の場合は６か月経過後）、事業実績の報告を行っていただきます。公社

の担当者は、その報告を元に、助成事業者の方が助成対象期間中に利用した経費が助成対象経費とし

て適正かを検査します。検査の後、助成金額が確定します。 

 

 事業完了後の注意事項 

助成事業の完了した年度の翌年度から起算して５年間、関係書類の保存、状況の報告、財産の管理等

を行っていただく必要があります。 

  

令和 4 年 令和 6 年 

交

付

決

定

・

採

択

通

知 

実
績
報
告
・
検
査 

助

成

金

支

払 

 

 【最短のケース】 

  助 成 対 象 期 間 

  （ ６ か 月 間 ） 

 

助

成

金

支

払 

実
績
報
告
・
検
査 

 【最長のケース】 

  助 成 対 象 期 間 

  （ 2 年 間 ） 

 

事業完了後の 

注意事項（Ｐ.25～） 

事業完了後 

の注意事項 

（Ｐ.25～） 

令和５年 
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（例）　６００万円の経費がかかる事業を行う場合

従業員人件費
（８０万円）

器具備品購入費

（20万円）

＜経費区分＞

＜経費明細＞

助成金申請額
（３００万円）

＝
事業費

（２２０万円）
＋

助成対象外経費
（１００万円）

助成事業に必要な経費
（6００万円）

助成対象経費
（5００万円）

事業費
（3８０万円）

従業員
人件費

（120万円）
賃借料

（320万円）
広告費

（40万円）

２／３

以内

２／３

以内

III.  助成対象経費 

 （1）名称の定義  

   ○経費区分：事業費と従業員人件費があります。  

○経費明細：事業費の内訳となる経費で、賃借料、広告費、器具備品購入費、 

産業財産権出願・導入費、専門家指導費があります。 

 

（2）助成対象経費の定義 

助成対象経費とは、下記①～⑥を満たすもののうち、助成金額の計算の対象になる経費を指し

ます。 

① 申請を行った事業を実施するために必要な経費 

申請書に記入していない事業は助成対象となりません。 

② 賃借料、広告費、器具備品購入費、産業財産権出願・導入費、専門家指導費、従業員人件

費に当てはまる経費。各経費の詳細は、P5（4）助成対象経費一覧をご覧ください。 

③ 助成対象期間中に契約、履行（取得・実施等）、支払（分割払については全ての支払）が完

了した経費。但し賃借料、従業員人件費に係る経費は、助成対象期間前に契約した内容も

対象になります。 

   ※当初、申請書に記載されていた「⑩助成対象経費の明細の内容」について、助成対象外

となる場合があります。契約内容や成果物等の詳細を確認したうえで、助成対象経費とな

るか否かの最終的な判断をいたします。 

※助成対象経費について不明な場合は、契約前に事前に公社職員にご相談ください。 

④ 助成対象物の使途・単価・規模等が確認できる経費 

⑤ 申請事業の実施に関わるものとして、他の事業と明確に区分できる経費 

⑥ 財産の取得に関する経費の場合、所有権が助成事業者の方のものとなる経費 

（3）助成金額の計算の仕方 

助成金額は、助成対象経費のうち、事業費と従業員人件費のそれぞれに、３分の２を乗じて計

算します。従業員人件費のみを助成対象経費とすることはできません。 
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【助成対象期間と助成対象経費について】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【助成対象とならないケース】 
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支
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割
① 

分
割
② 
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③ 

要注意 

×は助成対象経費にならない 

カ
ー
ド 

使
用 

引
落 

対象期間外分の賃借料
（例：翌月分を前月末に
前払い） 

 

対象期間外分の従業員人
件費（例：月末締めの翌
月払い） 

 

最後の支払が 
対象期間外となる分割払 

 
 

対象期間外における 
カードの引落 
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払 
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支
払 

 
支
払 

支
払 

支
払 

期間外を対象に 

した従業員人件費 

支
払 

支
払 

支
払 

 
期間外を対象に 

した賃借料 

賃借料 

従業員人件費 

・広告費 

・器具備品購入費 

・産業財産権 

出願・導入費 

・専門家指導費 
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（4）助成対象経費一覧 

賃借料 

助成事業の遂行に必要な都内の不動産（事務所、店舗、駐車場等）の賃借料や共益費、都内の事

務所・店舗等で使用する器具備品等のリース・レンタル料。助成対象期間を通して継続的に賃借す

る経費に限ります。なお、交付決定日以前に契約し、継続して使用している賃借を含みます。 

＜注意事項＞ 

 １） 原則、助成事業の実施のみに使用する物件とします。他の事業との共同使用部分がある物
件に関しては、各事業の専有部分の面積等で経費が按分可能となる等、明確に区分できる
物件に限ります。 

２） レンタルオフィスや、専有部分がない空間等を複数の使用者が共同使用する、シェアオフ
ィスやコワーキングスペースの賃借料も、対象となります。（ただし、都外物件の使用が
可能である契約内容は除く。） 

３） 業務用に使用する、サーバー等のレンタル料金は賃借料の対象となります。なお、商品の
ＰＲなどを目的にしたＨＰ作成を行う費用に、レンタルサーバー代が含まれる場合は、
一括で広告費に計上してください。 

４） 賃借料に光熱水費が含まれている場合、当該経費を差し引いた金額が対象となります。 

５） 賃借の必要性や使用実績がわかる書類の提出がない場合は、助成対象外となります。 

＜助成対象とならない場合の例＞ 

１） 交付決定日より前に支払った賃借料 

２） 助成対象期間満了後を対象とした賃借料 

３） 都内の事務所・店舗・駐車場等の不動産に関する下記の経費 

① 事務所・店舗等の賃貸借契約に関する敷金・礼金・保証金・手数料・更新料等 

② 火災保険料、地震保険料 

③ 申請者となる法人、申請者となる法人の代表者本人、申請者となる個人事業主、または

それらの三親等以内の親族が所有する不動産に関する賃借料 

④ 第三者に賃貸する部屋等の賃借料（旅館業は除く） 

⑤ 都内区市町村、国立大学、中小企業支援機関等が設置する創業支援施設の賃借料 

⑥ 助成事業の実施に必要な空間が、間仕切り等によって物理的に区分されていない、住居

兼店舗・事務所の賃借料 

⑦ バーチャルオフィス（単に都内に所在地名を借り受け、郵便物等の送付を受けているだ

けの場合）の利用料 

⑧ レンタルオフィス等の個別サービス（貸ロッカー等）の利用料 

⑨ 会議室の使用料、ウィークリーマンションの賃借料、セミナー開催やイベントスペース

の一時使用等の単発的な使用によって生じる賃借料 

⑩ 転貸借禁止に反する等、原賃貸借契約や法令等に違反している物件の賃借料 

４） 都内の事務所・店舗で使用する器具備品等のうち、下記の賃借料 

① 自動車、バイク、自転車等のリース・レンタルに関する賃借料 

② 携帯電話、スマートフォン等の通信費を含む、契約内容となる機器の賃借料 

③ １か月未満の短期使用となる器具備品等の賃借料 

④ 申請者となる法人、申請者となる法人の代表者本人、申請者となる個人事業主、または

それらの三親等以内の親族が所有する器具備品等の賃借料 

⑤ 第三者に賃貸する器具備品等の賃貸料 

 ５） 都外における不動産の賃貸料 

 ６） 本手引 P10 ⑬に記載する親会社、子会社、グループ企業等関連会社等との取引 
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広告費 

自社で行う販路開拓や顧客獲得を目的とした広報活動のうち、広告掲載、パンフレット等の作

成、展示会出展、ホームページ作成、試供品・見本品作成等に関する経費。制作物については、制

作に関するデザイン料、購入を行う際の配送料や投函等に関する配送委託費を含みます。 

＜注意事項＞ 

１） 広報活動の内容自体が販売を主目的とせず、外部に対価を求めないものが対象となりま

す。 

２） インターネット広告の代理配信や配信結果報告書作成費用等も対象となります。 

ただし、「報告書」等、契約の履行と支払履歴等が確認できることが必要です。 

３） ホームページの作成や運営に必要となる、レンタルサーバーやクラウド等の外部サーバ

ーの利用料に関しては、「事業の案内、商品やサービスのＰＲ」を目的としたものが対象

となります。 

４） 商品の PR などを目的にした HP 作成を行う費用に、レンタルサーバー代が含まれる場

合は、広告費の対象となります。 

５） チラシ・パンフレット・試供品の場合、助成対象期間中に配布を完了することが原則で

す。未配布残品や使用実態がないものは、対象になりません。配布済数量のみが、対象と

なります。 

６） 展示会出展に関する経費は、出展料、展示品等の運搬費、展示ブースの工事負担金等が対

象となります。ただし、交通費、社用車の燃料代、車両借上げ費等は除きます。 

７） 展示会出展に関しては、助成対象期間前に予約を行っているものも対象となります。 

ただし、予約時点で契約が成立するものは除きます。 

＜助成対象とならない場合の例＞ 

１） 広告目的以外のカタログ等紙媒体の作成費用 

２） 書籍等の対価を求める制作物に関する費用 

３） 市場調査費用、または調査の実施に伴う謝金 

４） 販売を主目的とする展示会出展に関する費用 

５） 展示会主催者と直接契約を締結しない形態（※）で出展する場合の費用 

（※）展示会主催者と直接契約を締結する事業者が、共同出展予定の他の事業者である場合を

指します。公的機関等が出展を支援している場合、公的機関等と直接契約を締結して出

展する際にかかる経費は対象となります。 

６） 有料会員サイトの構築費用 

７） システム構築に関する費用 

   （例）ＨＰで予約・決済等を行うためのシステム 

８） オンラインショップの出店費用、自社ＨＰ内の商品・サービス販売ページに関する費用 

９） ＨＰ制作を請け負う事業や、ＨＰを使用して広告収入を得る事業を行う場合、ＨＰ制作費

用が製造原価に該当するため、助成対象とならない場合があります。 

１０） 切手・はがきの購入費用 

１１） 贈答用の商品券の購入など、交際費に該当する費用 

１２） 広告効果のない協賛金 

１３） 商品開発の試作品に関する費用 

１４） 本手引 P10 ⑬に記載する親会社、子会社、グループ企業等関連会社、株主の親族や役

員の親族が経営する会社等との取引 
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器具備品購入費 

都内の事務所・店舗等に設置・利用する、創業初期に必要な机、ＰＣ、コピー機、エアコン（※）

等、単体で機能を果たす器具備品の購入費 

（※）エアコンについては、ダクトを通じて相当広範囲に冷暖房を行う機器以外で、簡易な取付

で使用できるものに限ります。 

＜注意事項＞ 

１） １点あたりの購入単価が、税込１万円以上 50 万円未満のものを対象とします。 

応接セット、ＰＣなど複数のもので構成され、それらを同時に購入する場合は、その合

計金額を「１点あたりの購入単価」とします。 

２） 器具備品の購入費として一括で会計処理できる経費（配送費や組立・据付費用）も対象に

なります。 

 

＜助成対象とならない場合の例＞ 

１） 助成対象期間や期間終了後において、助成事業以外の事業・用途に使用する、または使用

する予定のもの 

２） 中古品の購入費 

３） 第三者に賃貸する、または贈呈する器具備品等の購入費 

４） リース期間が終了した、器具備品の買取費用 

５） 事務用消耗品（※）や日用消耗品（※）の購入費 

   （※）消耗品とは、使用の都度または連続の使用により、質量や使用可能範囲が減少する

ものです。 

６） 文房具類（ペン、ハサミ、パンチ、ステープラー、定規、クリアファイル、 

USB メモリー、SD カード等）の購入費 

７） 建物附属設備（ガス引込み設備、ボイラー、ネオンサイン、屋外照明等）を含む車両や 

機械装置 

（複数のもので設備を形成し、単体で機能を果たさないもの）の購入費 

８） 自動車、原動機付自転車、自転車、リヤカー、人力車等の車両や不動産等の購入費 

９） 稿本、設計図、図案、証書、帳簿等の購入費 

１０） 新聞、雑誌、官報、地図、絵はがき等の購入費 

１１） 飲料品、食料品（農林水産物、畜産物、加工品）、衣料品の購入費 

１２） 油脂（ガソリン、灯油、軽油、ブレーキオイル、グリース等）、薪炭類、塗料の購入費 

１３） 原材料品（セメント、鋼材、木材、砂利、薬品、パイプ、針金、ガラス等）の購入費 

１４） 通貨、有価証券、金券、印紙（例外的に、産業財産権の出願のための印紙の購入費用の 

み、産業財産権出願・導入費として対象となります）、切手等の購入費 

１５） 貴金属（腕時計を含む）、宝玉、宝石の購入費 

１６） 書画、骨とう、彫刻物、その他の美術品の購入費 

１７） 義歯、義肢、コンタクトレンズ、メガネ等の購入費 

１８） 動物、植物の購入費 

１９） 本手引 P10 ⑬に記載する親会社、子会社、グループ企業等関連会社、株主の親族や役

員の親族が経営する会社等との取引 
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産業財産権出願・導入費 

助成事業の遂行に必要な商品・製品・サービスに関する国内外の特許権、実用新案権、意匠権、

商標権の出願、他の事業者からの譲渡、または実施許諾（ライセンス料を含みます）に要する経費 

＜注意事項＞ 

１） 出願に関しては、助成対象期間内の出願手続完了が公的機関の書類等で確認できること 

が必要です。 

２） 出願・譲渡に関しては、助成事業者に権利が帰属することが必要です。 

＜助成対象とならない場合の例＞ 

１） 出願に関する調査、審査請求、登録、権利維持に関する経費 

２） 本手引 P10 ⑬に記載する親会社、子会社、グループ企業等関連会社、株主の親族や役員 

の親族が経営する会社等との取引 

 

 

 

専門家指導費 

創業初期の事業遂行に必要な知見・対応方法等に関し、外部専門家等に相談して助言・指導を受

ける際、手数料として支払われる経費 

＜注意事項＞ 

 専門家の資格、氏名、相談日時、相談に要した時間、主な助言・指導の具体的内容、助言・

指導に対する対応状況、または今後の対応等の契約履行が確認できる「議事録」「報告書」

「業務完了届」等の提出が必要です。 

＜助成対象とならない場合の例＞ 

１） 本助成金・財務諸表・法務・税務等に関する書類作成代行費用、調査費用、手続代行費用 

２） 業務の一部の遂行と助言が一体となっている委託に関する費用。業務の遂行は対象外で

す。 

３） 顧問契約（弁護士、税理士、会計士、社労士、コンサルタント等） 

※顧問契約とは、①月々定額払い、②１年以上の長期契約、③自動更新契約、 

などの文言が契約書に記載されているものを指します。 

契約書内容と実態を確認し、最終的に助成対象となるか否か判断します。 

４） 法人設立に伴って支払う申請書類作成経費、収入印紙代 

５） 本手引 P10 ⑬に記載する親会社、子会社、グループ企業等関連会社、株主の親族や役員

の親族が経営する会社等との取引 
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従業員人件費 

助成事業者と直接雇用契約を締結した従業員に対する給与（基本給）及び、パート・アルバイ

ト従業員に対する賃金。交付決定日より前に雇用した方も含みます。 

＜注意事項＞ 

１） 下記の都県内を、勤務地及び居住地とする従業員を対象とします。 

    東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県 

２） 正規従業員に対する給与（基本給）は、１人につき、月額35万円を限度とします。限度

を超えている場合、助成対象経費の上限は月額35万円となります。年俸制を採用する場

合、毎月の定額振込が必要です。 

３） 賞与については、従業員人件費の月額あたりの給与と賞与の合計が、35万円を限度とし

て対象になります。 

（例）月額基本給２０万円＋賞与５０万円＝７０万円の場合 → 限度額３５万円が対象

です。 

４） パート・アルバイトに係る賃金は、１人につき、日額8,000円を限度とします。限度を

超えている場合、助成対象経費の上限は日額8,000円となります。 

   ※助成対象経費は、最低賃金とは異なります。雇用される際に、別途ご確認ください。 

５） 従業員兼役員の方について、雇用保険へ加入している場合のみ、給与から役員報酬部分

を除いた金額を対象とします。 

６） 従業員の助成事業への従事状況確認のため、多種類の書類を提出していただく必要があ

ります。 

例） 従業員別の作業日報、就業規則、雇用契約書または労働条件通知書、出勤簿、賃

金台帳等の写し、雇用保険被保険者証等の写し等 

＜助成対象とならない場合の例＞ 

１） 正規従業員に関する下記の給与 

① 就業規則等に定められた所定労働時間を超えて行われる、時間外労働に対する賃金及び

手当 

② 法定の休憩時間相当分の賃金及び手当 

③ 休日労働に対する賃金及び手当 

④ 雇用主が負担する社会保険料、労働保険料等の法定福利費 

⑤ 飲食、娯楽、役職、資格、住居、扶養、通勤（交通費）に関する手当 

２） その他下記に該当する場合 

① ＜注意事項＞１）で定めている都内及び近隣県以外の道府県及び国外を、勤務地又は

居住地とする従業員の給与及び賃金 

② 助成事業に直接的に関係のない業務に対する賃金及び手当 

③ 法人の場合、代表者や役員（監査役、会計参与を含む。）の人件費 

④ 個人事業主の場合、本人及び個人事業主と生計を一にする三親等以内の親族の人件費 

⑤ 交付決定日より前に支払った給与及び賃金、交付決定日より前を対象期間として支払

った給与及び賃金 

⑥ 助成対象期間満了後に支払った給与及び賃金 

⑦ 助成事業者と直接雇用契約を締結していない、派遣契約や委託契約等に基づいて支払

う人件費及び外注費 
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（5）その他の主な助成対象外経費 

① 契約から決済を含む支払までの一連の手続が、助成対象期間内（P１（４））に行われていな

い経費。 

ただし、賃借料や従業員人件費の契約は、助成対象期間前であっても問題ありません。 

② 見積書、契約書、発注書と発注請書、納品書、検収書、請求書、振込控、領収書等の帳票類が

不備の経費 

③ 消費税等の公租公課、通信運搬費（広告費の郵送料を除きます）、光熱水費、新聞購読料、書

籍代、団体等の会費、収入印紙代等 

④ 助成事業に関係のない物品の購入、賃借、業務委託等の経費 

⑤ 茶菓、飲食、娯楽、接待の費用 

⑥ 借入金などの支払利息、損害遅延金、分割手数料（リボ払い手数料等）、振込手数料、代引手

数料 

⑦ 他の事業と助成事業と明確に区分できない経費 

⑧ 資料収集業務、調査業務、会議費、消耗品費等の事務的経費 

⑨ 一般的な市場価格に対して著しく高額な経費 

⑩ 購入時にクレジットカード、ポイントカード、デビットカード等により付与されたポイント分 

  ※ 過去に付与されたポイントの使用分も含まれます。 

⑪ 他の取引と相殺して支払が行われるもの、他社発行の手形や小切手により支払が行われるもの 

⑫ 委託業務で成果物等の資産の帰属が委託先になるもの 

⑬ 親会社、子会社、グループ企業等関連会社、株主の親族や役員の親族が経営する会社等との取

引。グループ企業等関連会社には、資本関係のある会社、役員を兼任している会社、代表者の

三親等以内親族が経営する会社等が該当します。 

⑭ 公的な資金の用途として社会通念上、不適切な経費 

⑮ 購入額の一部又は全額に相当する金額を口座振込や現金により申請者へ払い戻すことで、購入

額を減額・無償とすることにより、取引を証明する証憑に記載の金額と実質的に支払われた金

額が一致しないもの 

その他、内容によっては助成対象外となるものがありますので、公社へご確認ください。 
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IV. 助成対象期間中の手続きについて 

 助成事業の内容変更または中止（廃止）の報告等 

（１） 助成事業の内容変更 

助成事業者が交付決定を受けた助成事業の内容を変更するときは、公社の承認を受ける 

必要があります。無断で変更を行った場合、助成金を交付できなくなる恐れがあります。 

 

① 必要書類 

変更が生じた場合は、以下のような書類を提出していただきます。 

 

№ 変 更 内 容 
必 要 書 類 

公社の指定様式 添 付 書 類 

A 

経費区分ごとの 配分

額（変更する配分額が

20％超の場合）※ 変更承認申請書 

【様式第４－１

号】 

① 変更承認申請の内容【様式第４－１号（付表）】 

②（別紙）経費明細の内容 

B 法 人 の 名 称 

①履歴事項全部証明書（発行から３ヶ月以内のもの）  

②株主総会議事録（写し）                

③印鑑証明書（発行から３ヶ月以内のもの） 

 

 

C 

 

 

所   在   地 

法人：本店所在地、

主たる事務所 

個人事業主：主たる

事業所、自宅 

変更届     

【様式第４－２

号】 

法 人 
・履歴事項全部証明書       

（発行から３ヶ月以内のもの） 

個人事業主 

（主たる事

業所等） 

個人事業の開業・廃業等届出書の写し 

（届出から３ヶ月以内のもの） 

個人事業主 

（自宅） 

・印鑑証明書           

（発行から３ヶ月以内のもの） 

D 印 鑑 ・印鑑証明書（発行から３ヶ月以内のもの） 

E 

経費区分ごとの 配分

額（変更する配分額が

20％以下の場合）※ 

変更承認申請の内

容【様式第４－１

号（付表）】 

・（別紙）経費明細の内容（変更部分のみ） 

F 
申請書に申請していな

い経費・品目の追加 

上記 A もしくは E

の書類 
 

 

※ 「経費区分ごとの配分額」の変更は P12「③経費区分ごとの配分額の変更について」に記

載がありますが、変更時に公社担当者から改めて説明させていただきます。 

まずは公社担当者にご一報ください。 

 

② 注意事項 

ア 必要に応じて、公社から追加資料の提出及び説明を求めることがあります。 

イ F において経費を追加する場合は、助成対象外経費と判断され変更を承認できない場合が

ありますので、助成対象となる経費かどうかについては契約前に事前に公社職員にご確認

ください。 

ウ その他会社の組織等に変更が生じた場合は事前に公社職員にご連絡ください。なお、助

成対象期間中における申請書に記載した代表者の変更申請は、原則認めておりません。  
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③ 経費区分ごとの配分額の変更について 

交付決定額は申請書に記載された経費明細を基に算出しており、記載された費用・品目のみ

を助成対象としています。しかし、事業計画の遅延等に伴い利用する経費が変わることも考え

られます。 

そのため本助成事業では、交付決定額の範囲内での変更内容を審査の上、認めています。 

 

 

ア 助成対象経費の配分の変更および申請書に記載していない経費・品目の追加 

助成対象経費の配分を変更できます。 

また、申請書に申請していない経費・品目の追加ができます。この場合、追加資料として

経費明細を提出していただきます（ただし、交付決定額総額の増額はできません）。 

 

＜例＞配分変更・品目追加の場合 

経費区分 経費明細 
助成対象経費 

（変更承認前） 

助成対象経費 

（変更承認後） 
交付決定額 

事 業 費 

賃 借 料 ２，５００，０００ ２，５００，０００ 

２，０００，０００ 

広 告 費 ０ ５０，０００ 

器具備品購入費 ５００，０００ ４５０，０００ 

産業財産権

出願・導入費 
０ ０ 

専門家指導費 ３００，０００ ３００，０００ 

従 業 員 人 件 費 ２，０００，０００ ２，０００，０００ １，０００，０００ 

合 計 ５，３００，０００ ５，３００，０００ ３，０００，０００ 

 

 

 

 

経費 

区分 

経費 

明細 

品目 

（変更承認前） 

助成対象経費 

（変更承認前） 

品目 

（変更承認後） 

助成対象経費 

（変更承認後） 

事 業 費  

広 告 費   ０ チラシ ５０，０００ 

器具備品購入費 

机 ２００，０００ 机 ７０，０００ 

パソコン ３００，０００ パソコン ３００，０００ 

  書棚 ８０，０００ 

合 計  ５００，０００  ５００，０００ 
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様式第４－１号 (第12条関係）

電　話　番　号

受　付　番　号

１　助成事業概要　　　　〔 〕

２　変 更 内 容（下記のいずれかにチェック）

４　変更の理由

５　添 付 資 料※

　　　年　　　月　　　日

法 人 名

公益財団法人　東京都中小企業振興公社
理　　事　　長　　　殿

郵便番号　　　－　　　

所 在 地

代表者名（氏名）

年度創業助成事業変更承認申請書

実印

履歴事項全部証明書　１通（発行から３か月以内）
（１）　名称（法人名）の変更について　

                                                                                                                        

記

（印鑑登録済のもの）

３　変更の内容（助成金交付決定額について経費区分ごとの配分額を変更する場合は付表のとおり）

（付表）　変更承認申請の内容

　年 月 日付　　　　第   号をもって交付決定の通知があった助成事業の内容について下記
のとおり変更承認の申請を行います。

※　その他変更内容によって書類の提出を求める場合があります。

（３）　経費区分ごとの配分額の変更について

                                                                                                                        

                                                                                                                        

株主総会議事録（写しで可）
印鑑証明書　１通（発行から３か月以内）

履歴事項全部証明書　１通（発行から３か月以内）
（２）　代表者名（法人）の変更について

株主総会議事録（写しで可）

変更前：

変更後：

助成金交付決定額（経費区分ごとの配分額の変更）名称（法人名）の変更 代表者名（法人）の変更

その他

受付番号：

法人名：

代表者名：

（単位：　円）

対象経費 交付決定額 対象経費 配分変更後

賃借料 0 0

広告費 0 0

器具備品購入費 0 0

産業財産権出願・導入費 0 0

専門家指導費 0 0

計 0 0

0 0

0 0 0 0

1 交付決定時の欄については、交付決定通知書に記載の金額を記入してください。 助成事業完了予定日（変更前）：　年　月　日

2 「（別紙）助成対象経費明細の内容」に変更前後の内容を記載して提出してください。 助成事業完了予定日（変更後）：　年　月　日

3 変更該当科目を含め全科目を記載してください。 ※助成対象期間の変更をしない場合は記入不要

4 再度の変更の場合は、「交付決定」を「既変更承認」と読み替えます。

合　　計

変更承認申請

様式第４－１号（付　　表）

変　更　承　認　申　請　の　内　容

変更内容経費区分

従業員人件費

経費明細

事業費

交付決定時

イ 交付決定額の配分変更 

交付決定額の範囲内で経費区分（従業員人件費・事業費）ごとの配分額の変更ができます 

＜例＞ 

経費区分 経費明細 助成対象経費 
交付決定額 

（変更承認前） 

交付決定額 

（変更承認後） 

事 業 費 

賃 借 料 ２，５００，０００ 

２，０００，０００ ２，２００，０００ 

広 告 費 ０ 

器具備品購入費 ５００，０００ 

産業財産権

出願・導入費 
０ 

専門家指導費 ３００，０００ 

従 業 員 人 件 費 ２，０００，０００ １，０００，０００ ８００，０００ 

合 計 ５，３００，０００ ３，０００，０００ ３，０００，０００ 

    ※ただし、変更承認後の交付決定額を従業員人件費のみにすることはできません。 

 

 

 

 

 

 

＜変更承認申請書【様式第４－１号】＞    ＜変更承認申請の内容【様式第４－１号（付表）】＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配分額の 20%の基準は、交付決定額を減額する経費を基準に計算します。 

この場合、従業員人件費が 1,000,000 円→800,000 円と 200,000 円減額するため、 

1,000,000 円×20%＝200,000 円となり、20%以下の変更となります。 

P.11 の E に該当するため、様式４－１号（付表）と別紙経費明細をご提出ください。 
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（２） 助成事業の中止（廃止）の報告 

助成事業者が助成事業の遂行が困難となったため、助成事業を中止（廃止）しようとすると 

きは、事前に以下の書類を提出し、公社の承認を受ける必要があります。 

 

・ 必要書類 

① 中止（廃止）承認申請書【様式第４－３号】 

② 中止・廃止の理由や決定した事実を証明できる書類 

 

（３） 承認通知書 

申請された内容について公社が承認すると、変更承認の場合は「変更承認通知書」【様式第４  

－４号】、中止（廃止）承認の場合は「中止（廃止）承認通知書」【様式第４－５号】により承   

認した旨を通知します。 

 

 事業開始の報告 

創業前の個人の方が事業を開始する場合は、税務署へ開業届を１か月以内に提出することになっ

ています。その手続きを行った後、速やかに公社へ下記の必要書類を提出してください。 

 

・ 必要書類 

① 事業開始等報告書【様式第５－１号】 

② 個人事業の開業届出書（写し） 

※開業届の事業所・納税地は、必ず都内にしてください。 

   

 ※ 交付決定の条件により助成期間中に法人設立を行うと助成金を受給できません。詳しく

は. Ｐ1「（6）助成事業者の方に発生する負担」をご覧ください。 

 

報告された内容を公社が受理すると、公社から「事業開始等報告受理通知書」【様式第５－

２号】により受理した旨を通知します。 
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V. 助成対象期間終了における実績報告について 

  実績報告書（中間・完了報告）の提出 

実績報告とは、助成事業者が助成金交付にあたり助成事業の成果と利用した助成対象経費につい

て、実績報告書を作成し公社に報告することです。公社は実績報告書の内容を確認（検査）し、交

付額を確定します。 

そのため、助成事業者は、助成金の交付を受けるにあたり、助成対象期間中の事業の実績をま

とめた実績報告書【様式第５－３号】を提出しなければなりません。 

※ 実績報告書【様式第５－３号】は書類を郵送等にてお願いいたします。メール添付などで

のご提出はご遠慮ください。 

※ 創業する前に本事業に申請し交付決定を受けた助成事業者は、Ｐ14「２．事業開始の報

告」に記載の書類を提出し、受理される必要があります。 

 

（１） 報告時期 

① 中間報告（希望される場合） 

助成対象期間が６か月を超える助成事業者は、１回に限り中間報告を行うことができます。中

間報告を行う場合は、交付決定日から６か月を経過する日以降（令和５年２月 28 日以降）に

提出してください。 

※ 従業員人件費のみの実績報告はできません。 

 

② 完了報告（必須）（交付決定日から６か月が経過すれば、完了報告をすることができま

す。） 

助成事業が完了する際、事業が完了した日または助成対象期間（最長２年）が終了した日の

翌日から３０日以内に提出してください。 

※ 中間報告をせずに完了報告を行う場合、従業員人件費のみの実績報告はできません。 

 

   

 

 

 

令和4年

9月1日 ・・・ 2月28日 3月 ・・・ 8月31日 9月 10月以降

交
付
決
定
・
採
択
通
知

令和5年 令和6年

【最長のケース】

助成対象期間（ ２年間 ）

助
成
金
支
払

中
間
検
査

実
績
報
告

〈6か月経過以降〉

中間払

助
成
金
支
払

完
了
検
査

実
績
報
告

助
成
金
支
払

完
了
検
査

実
績
報
告

！注意！

助成金は後払いです
【最短のケース】

助成対象期間（6か月間）
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（２） 実績報告書提出時の必要書類（すべて片面印刷） 

 実績報告書提出時の必要書類 備 考 

１ 実績報告書【様式第５－３号】、【様式第５－３号（付表）】 指定様式 

２ 支払総括表【様式第５－３号（別紙１－１）】 指定様式 

３ 

（１）従業員人件費の場合 

① 従業員人件費総括表【様式第５－３号（別紙２－１）】 

  ② 従業員人件費個別明細表 

○月額給与【様式第５－３号（別紙２－２）】 

○日給  【様式第５－３号（別紙２－３）】 

○時間給 【様式第５－３号（別紙２－４）】 

 

（２）人件費以外の場合 

・ 経費区分別支払明細表【様式第５－３号（別紙１－２）】 

指定様式 

４ 
助成対象経費の経費区分ごとの証拠書類（P.18「経費別の必要書類」

参照） 
任意様式 

  ※ 上記１～３は助成事業者共通の提出書類です。下記の URL にて、 

 https://startup-station.jp/m2/services/sogyokassei/sogyojosei-youshiki/ 

公社ホームページから指定様式をダウンロードできます。 

上記４は、助成事業者ごとに提出するものが異なります。該当するものを提出してくださ

い。なお、上記１～３は原本、上記４は写しを提出してください。上記４の証拠書類の原本

をご提出されても公社で原本の複写は致しかねます。 

  ※ 必要に応じて、公社から追加資料の提出及び説明を求めることがあります。 

   

 

 ◎支払証拠書類 

支払方法は、原則として金融機関による振込とします。理由によっては他の方法による支払

も可としますが、その場合は、必ず「支払の事実（支払の相手方、支払日、支払額等）が証明

できる資料」が必要となります。また、現金払いとリボ払いによるクレジットカード払いは対

象外です。 

「支払の事実を証明できる資料」の例は以下のとおりです。 

 

※ 支払方法に対応する必要書類をすべて揃えてください。 

※ 法人の場合は原則、法人名義の預金口座を使用してください。 

※ 個人の場合は申請者本人の事業用の専用預金口座を使用してください。（私用と事業用と

の兼用はおやめください。） 

※ 支払について不明な場合は、公社職員にご相談ください。 

 

(ア) 原則（金融機関による振込） 

必要書類 備 考 

通 帳 等 

・ 通帳の発行がある場合 

通帳の「表紙」、「口座名義が印字されているページ」、「支払該当部分の

ページ」 

・ インターネットバンキングなどで、通帳の発行がない場合 

支払い該当部分の「利用明細」、「入出金明細」等を印刷したもの 

※ 金融機関名、店番・店名、口座名義、口座番号、照会期間が明示されて

いる必要があります。 
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（イ）金融機関による自動引落（口座振替） 

必要書類 備 考 

通 帳 等 

口座から引落しがされていることを確認します。 

  ※ 引落しが助成対象期間中にされている必要があります。 

 

・ 通帳の発行がある場合 

通帳の「表紙」、「口座名義が印字されているページ」、「支払該当部分の

ページ」 

・ インターネットバンキングなどで、通帳の発行がない場合 

支払該当部分の「利用明細」、「入出金明細」等を印刷したもの 

※ 金融機関名、店番・店名、口座名義、口座番号、照会期間が明示されて

いる必要があります。 

 

 

（ウ）クレジットカード払い 

※助成対象期間内に支払代金が指定口座から引き落とされている必要があります。 

※法人の方は、原則「法人カード」を使用してください。 

必要書類 備 考 

領 収 証 

・ 宛名、領収金額、消費税額、金額の内訳、領収日等が明記されたもの 

・ クレジットカード払いであることが明記されたもの 

※ 見積書、納品書、請求書等で上記事項が確認できる場合は不要です。 

通 帳 等 

クレジットカード利用分が口座からの引落しが完了していることを確認します。 

  ※ 口座からの引落しが助成対象期間中に完了している必要があります。 

 

・ 通帳の発行がある場合 

通帳の「表紙」、「口座名義が印字されているページ（裏表紙）」、「クレ

ジットカード利用分の引落し該当部分のページ」 

・ インターネットバンキングなどで通帳の発行がない場合 

クレジットカード利用分の引落し該当部分の「利用明細」、「入出金明細」

等を印刷したもの 

※ 金融機関名、店番・店名、口座名義、口座番号、照会期間が明示されて

いる必要があります。 

クレジッ

トカード 

利用明細 

・ クレジットカード会社からの「利用代金明細書」等、名義、利用代金の明細、

口座からの引落し額が確認できるもの 

※ インターネットによる明細を印刷したものも可とします。 

※ 個人事業主の場合、クレジットカードの名義は助成事業者本人のものに

限ります。 
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（エ）例外的な取扱としての支払方法 

どうしても原則的な支払が不可能な場合は、その理由をお聞きした上で、下記の支払手続きが可

能となる場合があります。立替の流れが確認できない場合、助成金を支払えない場合があります。 

① 代表者等による立替払い（法人の場合のみ） 

必要書類 備 考 

購入先への支払いが 

確認できる資料 
・ 支払方法により各種資料をご準備ください。 

立替払いを行ったこと 

が確認できる資料 

「通帳」「帳簿」などで、立替の管理がされているもの       

・ 「通帳」：立替の精算 

・ 「総勘定元帳」：立替の事実、精算の流れがわかるもの  

・ その他、確認に必要な書類を求めることがあります。 

立替払いは必要資料が多く、皆様のご負担が大きくなります。 

 

 ◎経費別の必要書類（該当書類のみで可） 

 ※取引の際に発生した書類は全て保管してください。 

 ※Web から申込んだものは、申込画面のキャプチャーなどを保管してください。 

 

(ア) 賃借料 

ア 事務所・店舗等の賃借料  

必 要 書 類  備 考 

１ 賃貸借契約書 
・ 賃借している物件の所在地（都内）、契約期間、賃借料

等の確認ができるもの 

２ 請求書  

３ 支払証拠書類 ・ Ｐ16「支払証拠書類」を参照 

４ 図面 

・ 賃借している物件の間取りが分かるもの 

※ 事務所を住居と併用使用している場合や、事務所を助成

対象外事業と併用している場合は、事務所仕様部分を明

示してください。なお、自宅兼事務所の場合、自宅と事

務所が物理的に区切られている必要があります。 

５ 写真 
・ 事業の様子が分かる賃借している物件内部の写真 

・ 建物外観の写真 

 

イ リース・レンタル契約  

必 要 書 類  備 考 

１ 
リース・レンタル 

契約書 

・ 対象物件、契約期間、リース・レンタル料等が確認でき

るもの 

２ 請求書  

３ 支払証拠書類 ・ Ｐ16「支払証拠書類」を参照 

４ カタログ 

・ リース・レンタルしている物件の形状、機能等の仕様が

分かるもの 

※ インターネットの該当ページを印刷したものも可。 

５ 写真 

・ リース・レンタルしている物件の全容がわかる写真 

※ 使用していることが分かるように設置された状態である

こと 
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(イ) 広告費 

   ア チラシ・パンフレット作成、ホームページ作成、試供品・見本品等 

 必 要 書 類  備 考 

１ 
発注書（控）または 

契約書 

・ 発注日が交付決定日以降であると確認できるもの 

※発注書（控）または契約書がない場合、交付決定日以

降に発行された見積書も可。 

２ 納品書 

・ 契約した内容と合致するもの 

※ ホームページ制作等の業務委託の場合、「報告書」、

「業務完了届」等、契約の履行が確認できるもの 

３ 請求書  

４ 支払証拠書類 ・ Ｐ16「支払証拠書類」を参照 

５ 源泉徴収の証明書類 

・ 個人の制作者に源泉徴収を行った場合必要 

 ◯納付済の場合：「源泉税の納付書」等                    

 ◯納付前の場合：源泉税の処理を行った「帳簿」等 

６ 
成果物及び成果物に 

関する資料 

チラシ・パンフレット作成の場合 

※ 助成対象期間中に使い切ることを原則とします。 

 

・ チラシ・パンフレットの「サンプル」「データ」等 

・ 仕様が分かる「購入品のカタログ」等 

・ 配布先、期間、数量等が分かる「配布先一覧」 

ホームページ作成の場合 

・ ホームページの「ＵＲＬ」、「画面を印刷したもの」等 

試供品・見本品の場合 

 ※ 試供品の場合、助成対象期間中に使い切ることを原則

とします。 

 ※ 試供品・見本品を販売して対価を得てはいけません。 

 

・ 試供品・見本品実物の「写真」 

・ 試供品・見本品として扱う旨の会計処理を行った「帳

簿」 

・ 配布先、期間、数量等が分かる「配布先一覧」 

 

   イ Ｗｅｂ広告 

 必 要 書 類  備 考 

１ 申込書 

・google や facebook 広告等の場合は、広告開始日や申込

の内容を確認できるものを提出してください。（例えば、

Web 申込画面のキャプチャーなど。） 

２ 請求書  

３ 支払証拠書類 ・ Ｐ16「支払証拠書類」を参照 

４ 
成果物及び成果物に 

関する資料 

・ 支払料金、掲載回数が確認できるもの 

・ 広告掲載画面 
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ウ 展示会出展 

 必 要 書 類  備 考 

１ 出展申込書  

２ 請求書  

３ 支払証拠書類 ・ Ｐ16「支払証拠書類」を参照 

４ 
パンフレット・ 

出展要項等 

・ 開催日程、会場、出展小間料、申込み方法等、展示会の

概要が分かるもの 

・ 会場レイアウト図（出展ブースがわかる図） 

５ 写真 ・ 出展模様の「写真」 

 

(ウ) 器具備品購入費 

  ※単品の金額、数量が分かる書類をご準備ください。 

 必 要 書 類  備 考 

１ 
発注書（控）または 

契約書 

・ 発注日が交付決定日以降であると確認できるもの 

※発注書（控）または契約書がない場合、交付決定日以

降に発行された見積書も可。 

２ 納品書 ・ 購入した備品と合致するもの 

３ 請求書  

４ 支払証拠書類 ・ Ｐ16「支払証拠書類」を参照 

５ 購入品のカタログ 
・ 物品の形状、機能等、仕様が分かるもの 

※ インターネットの該当ページを印刷したものも可。 

６ 写真 

・ 物品の全容が分かる写真 

※ 使用していることが分かるように設置された状態で

あること 

 

(エ) 産業財産権出願・導入費 

※個人での出願と専門家経由での出願では、必要書類が異なりますので、担当職員に確認

ください。 

 必 要 書 類  備 考 

１ 契約書等 
・ 「契約書」、「依頼状」、「就任依頼書」、「就任承諾書」、 

「委嘱状」等、依頼したことが分かるもの 

２ 請求書  

３ 支払証拠書類 ・ Ｐ16「支払証拠書類」を参照 

４ 
源泉徴収の 

証明書類 

・ 専門家の源泉徴収を行った場合必要 

○ 納付済の場合：「源泉税の納付書」等 

○ 納付前の場合：源泉税の処理を行った「帳簿」等 

５ 専門家の経歴書 ・ 専門家の略歴等が記載されているもの 

６ 出願関連書類 ・ 出願をしたことがわかる特許庁発行の書類 
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(オ) 専門家指導費 

 必 要 書 類  備 考 

１ 契約書等 
・ 「契約書」、「依頼状」、「就任依頼書」、「就任承諾書」、 

「委嘱状」等、依頼したことが分かるもの 

２ 請求書  

３ 支払証拠書類 ・ Ｐ16「支払証拠書類」を参照 

４ 
源泉徴収の 

証明書類 

・ 専門家の源泉徴収を行った場合必要 

○ 納付済の場合：「源泉税の納付書」等 

○ 納付前の場合：源泉税の処理を行った「帳簿」等 

５ 
専門家の助言内容に

関する資料 

・ 「報告書」、「業務完了届」等契約の履行が確認できるも

の 

・ 従事日、時間、助言等の内容が確認できるもの 

６ 専門家の経歴書 ・ 専門家の略歴等が記載されているもの 
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(カ) 従業員人件費 

 必 要 書 類  備 考 

１ 
雇用契約書または 

労働条件通知書 

・ 明示しなければならない事項（下記①～⑥）が確認でき

るもの 

 ① 労働契約の期間 

 ② 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準 

 ③ 就業場所、従事する業務 

 ④ 就業時間、所定労働時間を超える労働の有無、 

   休憩時間、休日、休暇等 

 ⑤ 給与（賃金）の決定、計算・支払方法、 

   賃金の締切り・支払時期 

 ⑥ 退職（解雇）に関する事項 

・ 従業員ごとに必要 

２ 
出勤簿または 

タイムカード等 

・ 始業・終業時間、就業実績の確認ができるもの 

・ 従業員ごとに必要 

※従業員が在宅勤務等を行う場合は、出退勤の管理をどの

ように行ったか確認いたします。 

３ 賃金台帳 

・ 記載しなければならない事項（下記①～⑧）が確認でき

るもの 

 ① 氏名 

 ② 性別 

 ③ 賃金計算期間 

 ④ 労働日数 

 ⑤ 労働時間数 

 ⑥ 時間外・休日労働時間数及び深夜労働の時間数 

 ⑦ 基本給・手当その他賃金の種類ごとの額 

 ⑧ 賃金控除の額 

・ 給与・賃金月額等が確認できるもの 

・ 従業員ごとに必要 

４ 雇用保険被保険者証 

・ 雇用保険に加入している場合は、従業員ごとに必要 

※ 以下の①、②をともに満たす従業員は必須。 

① １週間の所定労働時間が２０時間以上であること 

② 31 日以上の雇用見込みがあること 

・ ※ 加入していない場合はハローワーク等で加入が必要

ない理由を確認してください。 

５ 支払証拠書類 ・ Ｐ16「支払証拠書類」を参照 

 

  ※ その他、必要書類があれば提出をお願いいたします。 

例 ・日本語以外の言語で作成された資料がある場合、必要箇所の日本語訳 

・日本円以外で支払を行った場合、支払日(または決済日等)の為替レートの分かる資料 

・決定通知書に付された条件に適合するとわかる資料 

  ※ 不明な点につきましては、事前に公社へご確認ください。 
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（３） 作成方法 

① 必要書類の整理 

ア 必要書類は、一契約単位にまとめ、支払日順に一連の支出番号を付して整理し、写しを

綴ってください（Ａ４サイズでお願いします）。 

イ 経費明細ごとに、賃借料（賃－１、賃－２…）、広告費（広－１、広－２…）、器具備品

購入費（備－１、備－２…）、などとして、Ｐ24「④ファイリングの例示」のとおり、

インデックスを付けてください。 

 

 

※ 各経費区分の支出番号の例示 

 賃借料：賃－１、賃－２… 

 広告費：広－１、広－２… 

 器具備品購入費：備－１、備－２… 

 産業財産権出願・導入費：産－１、産－２ 

 専門家指導費：専－１、専－２… 

 従業員人件費：人－１、人－２… 

 

② 実績報告書（公社様式）の作成（事業費） 

（賃借料、専門家指導費、産業財産権出願・導入費、広告費、器具備品購入費） 

ア 各経費に対応する「経費区分別支払明細書」【様式第５－３号（別紙１－２）】を作成し

てください。なお、支出関係書類の支出番号を契約ごとに対応させてください。 

（例 賃－１、賃－２⇒賃借料の経費区分別支払明細表にまとめる） 

イ 「支払総括表」【様式第５－３号（別紙１－１）】に、「経費区分別支払明細書」の各経費

の合計金額を転記してください。 

 

③ 実績報告書（公社様式）の作成（従業員人件費） 

ア 従事者ごと、月ごとに、「作業日報兼人件費個別明細表」を作成してください。 

(ア) 月額給与 ：【様式第５－３号（別紙２－２）】 

(イ) 日給   ：【様式第５－３号（別紙２－３）】 

(ウ) 時間給  ：【様式第５－３号（別紙２－４）】 

イ 「従業員人件費総括表」【様式第５－３号（別紙２－１）】に、「従業員人件費個別明細

表」の従業員ごとの合計金額を転記してください。 

ウ 「支払総括表」【様式第５－３号（別紙１－１）】に、「従業員人件費総括表」の合計金額

を転記してください。 

 

 

器具備品購入費 

納品書 
9/20 

契約書 

9/1 

見積書 
10/15 

その他 
（図面、写真、 
成果物等） 

 

 

見積書 

8/20 

請求書 
9/20 

9/30 
支払証拠書類 

 
１契約で１セット（備－１） 

（備－２） 
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④ ファイリングの例示 

 

  《中間報告・完了報告時必要書類のファイルの仕方》       

               

備
ー

１

備
ー

２

器
具
備
品

購
入
費

タイトルは無くてもＯＫ

賃
ー

２

広
告
費

広
ー

１

賃
借
料

賃
ー

１

（コピー用紙または
Ａ４版カラー用紙など）

賃借料

広
ー

２

 

 

ア Ａ４版２穴ファイルに縦長左綴じに綴ってください。 

イ 上図のようにインデックスを付けて、関連する資料をファイルしてください。 

（賃借料－広告費－器具備品購入費－産業財産権出願・導入費－専門家指導費－従業員人

件費の順番） 

ウ 各インデックスの後ろにそれぞれの必要書類をファイルしてください。 

エ 広―１、備―１などのインデックスは一番上にくる書類（通常は見積書）に貼付してくだ

さい。 

 

  完了検査（中間検査） 

提出された「実績報告書」に基づき、職員等（公社職員、公社が依頼する専門家等）が、購入

物等の現物確認、支払った経費についての確認（証拠書類の原本照合等）等を行います。 

実施場所は申請書記載の住所または公社が指定する場所、実施日は、公社担当職員から別途連

絡いたします。 

 

  助成金の額の確定 

（１） 「実績報告書」の審査、中間・完了検査に基づき助成金の額を確定し、公社から「助成金確

定通知書」【様式第６号】により通知します。 

（２） 助成金の確定額は、助成対象外経費を除外したうえで、それぞれ実際に要した経費区分ごと

の助成対象経費に３分の２を乗じて得た額と、助成金交付予定額を比べ、低い方の額となりま

す。ただし、各経費区分において千円未満は切り捨てとなります。 
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  助成金の請求及び支払い 

助成金額の確定通知を受けた後、速やかに下記必要書類をご提出ください。助成金は必要書類

が提出された後、指定の銀行口座へ振込いたします。法人の場合は法人名義の口座、個人事業主

の場合は、助成事業者本人名義の口座のみ認めます。 

・ 必要書類 

① 助成金請求書【様式第７号】（印鑑証明書の実印が押印されたもの） 

② 印鑑証明書（発行から３ヶ月以内のもの） 

 

VI. 助成事業完了後の注意事項 

（１） 事業活動・納税 

   助成事業の完了した年度の翌年度から起算して５年間、下記の状態で事業活動を実質的に継続し

て実施していただきます。 

○法人の方（特定非営利活動法人を含む）の場合 

・登記が都内にあること。 

・実務上、都内において実質的に事業を行っている本店、または主たる事務所が実在して 

いること。 

・法人事業税、法人都民税を東京都に納税すること。 

  ○個人の方の場合 

・個人事業税の納税地が都内にあること。 

・実務上、都内において実質的に事業を行っている主たる事業所等が実在していること。 

・個人事業税、個人都民税を東京都に納税すること。 

（２） 関係書類の保存 

 助成事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間は、助成事業に係る以下の関係書類を１冊

のファイルにまとめて保存していただきます。 

 

 関係書類 

１ 助成金申請書類（写） 

２ 交付決定通知書（原本） 

３ 変更承認請等の各種申請書（写）、承認通知（原本） 

４ 

完了報告書（写）、経理の確認に必要な書類 

見積書、契約書または注文書・注文請書、納品書、請求書、

保証書、振込票控（原本等） 

５ 確定通知書（原本） 

６ 助成金請求書（写） 

7 事業化状況報告書（写） 

8 事務の手引き 

 

  



 

26 

（３） 企業化状況報告書の提出（Ｐ36「Ⅷ よくあるご質問 Ｑ８」参照） 

助成事業の完了した年度の翌年度から起算して５年間、助成事業の実施状況（※）について、 

毎年（10月頃を予定）、下記の書類を提出し、報告していただきます。 

○企業化状況報告書 

公社から報告書の様式をお送りしますので、必要箇所に記入して返送してください。 

○事業の実施状況が分かる書類 

提出していただきたい書類を依頼時にお伝えしますので、報告書と一緒にお送りください。 

   （※）助成事業に基づく発明、考案等に関して産業財産権の出願や取得を行った場合も、企業化状

況報告書で状況をご報告いただきます。 

   （※）事業所等の所在地が変わった場合は、創業支援課代表メール sogyo@tokyo-kosha.or.jp 

に、ご連絡いただきますようお願いいたします。 

（４） 収益納付（Ｐ35「Ⅷ よくあるご質問 Ｑ７」参照） 

   助成事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間に、助成事業実施により収益を得た場合

（産業財産権の譲渡、実施権の設定、他への供与による収益を含む）には、収益の一部を公社に納

付していただく場合があります。対象者には最終年度に金額を計算してご連絡いたします。納付金

の算出方法については、交付決定通知書に定めるとおりとします。 

 

ただし、収益納付には免除規定があり、以下の①、②のいずれかに該当する場合は、収益を納付し

ていただく必要はありません。 

①上記の期間中に、助成事業で一度でも赤字（営業利益、経常利益、純利益のいずれかが単体決

算で赤字）を計上した場合 

   ②上記の期間中に、助成事業の経常利益の合計が一定水準（※）未満の場合 

    申請書に記入していない事業の利益は計算に含める必要はありません。 

（※）中小企業の一企業（法人）あたりの平均経常利益の5か年の合計額です。 

平均経常利益は中小企業庁「中小企業実態基本調査」における中小企業一企業（法人）

あたりの経常利益を用いて計算します。各年度の調査結果により平均経常利益は変動し

ます。令和２年中小企業実態基本調査速報（要旨）（令和元年度決算実績）では、経常利

益は1,249万円でした。 

（５） 財産の管理 

   助成事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間、助成事業により取得または効用の増加 

した備品等の財産について、その管理状況を明らかにし、保存していただきます。 

助成事業が完了した後も、助成金交付の目的に従って効果的に運用していただきます。 

 

（６） 財産の処分 

   助成事業の完了した年度の翌年度から起算して５年以内に、助成事業により取得した50万円 

以上の備品等の財産を、未償却残高がある状態で処分(目的外使用、売却、譲渡、交換、貸付、 

担保に供すること、廃棄)しようとする時には、あらかじめ公社に承認を得ていただきます。 

 

また、当該財産を処分したことによって得た収入の一部を、公社に納付していただく場合があり

ます。納付金の算出方法については、交付決定通知書に定めるとおりとします。 

（７） 公社職員による調査等 

   助成事業の実施状況、助成金の収支、帳簿書類、取得財産、その他物件に関し、立ち入り調査を

行ない、報告を求めることがあります。 

 

mailto:sogyo@tokyo-kosha.or.jp
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（８） 助成事業ＰＲへのご協力 

   助成事業に関する事例（モデルケース）として、ホームページ、事例集、ＳＮＳ等による事業Ｐ

Ｒにご協力いただくことがあります。 

 

【助成事業完了後のスケジュール】 

例）助成事業完了が令和 6 年（２０２4 年）8 月 31 日の場合 

 

 

9 月 10 月  4 月～3 月 4 月～3 月 4 月～3 月 4 月～3 月 4 月～3 月 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.  助成金交付決定の取消し・助成金の返還 

助成事業者、助成事業の関係者が、以下のいずれかに該当した場合は、助成金交付決定の全部または一

部を取り消し、不正の内容、申請者とこれに協力した関係者等の公表を行うことがあります。また、既に

助成事業者に助成金が交付されている場合は、期限を定めて返還していただきます。 

 

① 偽り、隠匿、その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。 

  （キャッシュバックや協賛金等の名目で実質的に本来受領する助成金を偽ることを含む） 

② 助成金を他の用途に使用したとき。 

③ 助成金の交付決定の内容、またはこれに付した条件、助成金交付決定に基づく命令、その他法令に

違反したとき。 

④ 東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者であると判明したとき。 

⑤ その他、理事長が助成事業として不適切と判断したとき。 

・刑事罰が適用される場合もありますので、十分注意してください。 

・上記の規定は、助成金の額が確定し、助成事業が終了した後にも適用されます。 

 

令和 6 年度 

事業完了年度 

実

績

報

告 

検

査 

 

事業完了年度の翌年度から起算して 5 年間 

下記の義務があります。 

 

（1）事業活動・納税 

（2）関係書類の保存 

（3）企業化状況報告の提出（年に 1 回） 

（4）収益納付（対象者のみ） 

（5）財産の管理 

（6）財産処分の承認 

令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 11 年度 令和 10 年度 

事業年度が 4 月～3 月の場合です 

助

成

金

支

払 
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VIII.  よくあるご質問 

Ｑ1： どういうときに公社に相談すればよいですか。 

Ａ1： 公社では、1 人の助成事業者の方に対して、メイン担当とサブ担当の 2 名の担当者がつき、対応

させていただきます。以下の事象が発生したときには、速やかに公社の担当者にご連絡くださ

い。 

・所在地や資本関係などの変更を行うとき 

・他の公的な助成金の申請を行うとき、他の公的な助成金の採択を受けるとき 

・対象経費の追加や変更を行うとき（経費が助成対象になるか否かの判断を迷う場合も含む） 

・（創業前個人の方のみ）個人事業の開業を行うとき 

・その他、申請した助成事業に変更が生じたとき 

 

  なお、事務手続説明会の後、公社担当は以下の２回のフォローアップを実施予定です。 

 （※1）助成対象期間を６か月間に設定している方につきましては、フォローアップ１で完了報告・完了

払の内容を確認し、フォローアップ２は実施いたしません。 

フォローアップ名称 時期 実施内容 

フォローアップ 1 令和４年 12 月 

  ～令和５年１月 

（交付決定の 4～5 か月後） 

中間報告・中間払の実施を確認します。（※1） 

フォローアップ２ 完了月の 2 か月前 完了報告・完了払の内容を確認します。（※1） 
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Ｑ2： 交付決定通知書とは何ですか。 

Ａ2： 負担付贈与契約の内容が記載された書類です。1 ページ目には事業概要や助成金交付決定額など、 

 別表 1 には経費明細ごとの助成対象経費、経費区分ごとの交付決定額などが記載されています。 

 〈通知書の 1 ページ目〉 

  

様式第２号（第９条関係） 

●東中事創第●●●号  

令和●年●月●●日  

法 人 名    ●●●株式会社 

代表者名（氏名）●●●様 

所 在 地    東京都●●区●●●一丁目●●―●● 

受付番号    ●●創業●●●●● 

 

公益財団法人東京都中小企業振興公社 

理 事 長   目 黒  克 昭 

    

 

  令和●年度第●回創業助成事業助成金交付決定通知書 

 

※交付決定通知書に記載の金額は、申請内容に基づき審査を行った結果、助成の対象とでき 

る上限額を決定したものであり、事業完了後の最終的な助成金交付額（支払額）を決定・ 

保証するものではありません。 

 

第１ 助成金の交付対象 

助成金の対象となる事業及びその内容は、次に掲げるもののほか申請書記載のとおりとしま

す。 

  

助成事業概要 ●●●●●●事業 

条 件 等 ○ 原則として、助成対象期間開始から終了後（※）まで、下記のとおり、

都内に拠点を実在させ、納税を行うこと。 

・登記簿上の本店（士業法人の場合は主たる事務所）を都内に実在させる。 

・都内で実質的な事業活動を継続して行う。 

・東京都に法人事業税と法人都民税を納税する。 

（※）助成対象期間終了年度の翌年度から起算して、５年以上経過するま

での期間 

 

第２ 助成金交付決定額 

助成金交付決定額は、次のとおりとします。ただし、助成事業の内容が変更される場合は、

第８第５項の記載に基づき通知します。 

助成金交付決定額 3,000,000円 

 

※助成金交付決定額は上限額であり、実際の助成金額は事業が完了した後の検査によって確

定し、助成金確定通知書によって通知します。検査の結果、「助成対象外経費は除外される

こと」などにより、助成金交付決定額から減額になることがあります。「助成対象外経費」

については、別添の『事務の手引き』に詳しく記載しています。 

【採択者情報】 

★所在地を変更する際にはご連絡ください。 

【助成事業概要、条件等】 

・助成事業概要に記載された事業の経費のみが 

 助成対象になります。 

・交付決定により、「条件等」に記載された 

 内容を遂行する義務が発生します。 

【助成金交付決定額】 

受給することができる助成金の上限額です。 

★減額はできますが、増額はできません。 
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〈別表 1〉 〈別表 2〉納付金の算出方法（財産処分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 〈別表 3〉収益納付金の算出方法        〈別表３〉収益納付金の算出方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 23 違約加算金及び延滞金の計算 

１ 第 22第１項の規定により違約加算金の納付を命じた場合において、助成事業者の納付した

金額が返還を命じた助成金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じた助

成金の額に充てるものとします。 

２ 第 22第２項の規定により延滞金の納付を命じた場合において、返還を命じた助成金の未納

付額の一部が納付されたときは、当該納付日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎と

なるべき未納付額は、その納付額を控除した額によるものとします。 

 

第 24 委任 

この交付決定通知書に定めるもののほか、助成事業の実施に関し必要な事項は理事長が定め

るものとします。 

 

第 25 本交付決定通知書、『募集要項』及び『事務の手引き』の遵守 

この交付決定は、本交付決定通知書、募集時に御案内した『募集要項』及び本交付決定通知

書とあわせて交付する『事務の手引き』で要求される事柄の遵守を条件とするものです。その

不遵守は、第 11 の「助成金の額の確定」に影響するだけでなく、第 13 の「決定の取消し」の

対象となることがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

でにおいて、所在地等の変更をしたときは、別に定める所在地等変更届を速やかに理事長に提

出しなければなりません。 

 

第 18 産業財産権に関する届出 

助成事業者は、助成事業に基づく発明、考案等に関して特許権、実用新案権又は意匠権等（以

下「産業財産権」という。）を助成対象期間終了後５年以内に出願し、又は取得した場合は、企

業化状況報告書にその旨を記載しなければなりません。 

 

第 19 収益納付 

１ 理事長は、助成事業の完了した年度の翌年度から起算して５年間、助成事業者に当該助成

事業の成果の企業化、産業財産権の譲渡又は実施権の設定及び他への供与により相当の収益

が生じたと認めたときは、当該助成事業者に対し、交付した助成金の全部又は一部に相当す

る金額を公社へ納付させることができます。 

２ 前項の規定による公社への納付金の算出方法については、別表３に定めるとおりとします。 

 

第 20 職員の立入り調査等 

理事長は、助成事業者に対し助成事業の実施状況、助成金の収支及び助成金に係わる帳簿書

類その他の物件について、立入り調査をし、又は報告を求めることができるものとします。 

 

第 21 助成事業の公表と成果の発表 

１ 理事長は、助成事業者の名称、助成事業概要等を公表するものとします。 

 ２ 理事長は、必要があると認めるときは、助成事業の成果を公表し、また助成事業者に発表

させることができます。 

 

第 22 違約加算金及び延滞金 

１ 理事長が、第 13 及び第 14 の規定により、助成事業者に対し助成金の交付決定の全部又は

一部を取り消し、その返還を命じたときは、助成金を受領した日から返還の日までの日数に

応じ、助成金の額（一部を返還した場合はその後の期間においては既返納額を控除した額）

につき、年 10.95パーセントの割合で計算した違約加算金（100円未満は除く。）を納付させ

ることができるものとします。 

２ 前項において助成金の返還を命じられた者が、納期日までに助成金を納付しなかったとき

は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額（助成金返還金及び違約加

算金の合計額）につき、年 10.95 パーセントの割合で計算した延滞金（100 円未満は除く。）

を納付させることができるものとします。 

３ 理事長は、前２項の場合においてやむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延

滞金を免除又は減額することができるものとします。 

４ 第１項及び第２項に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当た

りの割合とします。 

 

法令に違反したとき。 

(4)   東京都暴力団排除条例（平成 23年東京都条例第 54号）に規定する暴力団関係者であ

ることが判明したとき。 

(5)   その他、理事長が助成事業として不適切と判断したとき。 

２ 前項の規定による取消し及び公表は、第 11第１項の規定により交付すべき助成金の額の確

定後においても行えます。 

 

第 14 助成金の返還 

理事長は、第 13の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、助成事業の当該

取消しに係る部分に関し、既に助成事業者に助成金が交付されているときは、期限を定めてそ

の返還を命じることができます。 

 

第 15 助成事業の経理 

助成事業者は、助成事業に係る収支を記載した帳簿を設けて収支関係書類及び他の関係書類

を整理し、かつ、これらの書類を助成事業の完了した年度の翌年度から起算して５年間保存し

なければなりません。 

 

第 16 財産の管理及び処分 

１ 助成事業者は、助成事業により取得し、又は効用の増加した備品等（以下「財産」という。）

について、その管理状況を明らかにしなければならず、かつ助成事業を完了した年度の翌年

度から起算して５年を経過する日まで保存しなければなりません。また、助成事業が完了し

た後も助成金交付の目的に従ってその効果的運用を図らなければなりません。 

２ 助成事業者は、財産について、固定資産として計上するなど関係法令等に基づき適正な会

計処理を行わなければなりません。 

３ 助成事業者は、財産（取得価格又は増加価格が 50万円以上のものに限る）について、助成

事業を完了した年度の翌年度から起算して５年を経過する日までに処分（目的外使用、譲渡、

交換、貸付、担保に供すること及び廃棄をいう。以下同じ。）しようとするときは、あらかじ

め財産処分承認申請書（様式第８号）を理事長に提出し、その承認を受けなければなりませ

ん。ただし、当該財産に別の期間の定めがある場合については、これに従います。 

４ 理事長は、前項に規定する場合において、助成事業者に対し、当該承認に係る財産の処分

により収入があったときは、助成金に相当する額を限度として、収入の全部又は一部を公社

に納付させることができます。公社への納付金の算出方法については、別表２に定めるとお

りとします。 

 

第 17 実施結果の企業化 

１ 助成事業者は、助成事業完了年度の翌年度から５年間各年度が終了する毎に、当該年度の

翌年度の公社が定める期日までに助成事業に係る過去１年間の企業化状況等について、別に

定める企業化状況報告書を理事長に提出しなければなりません。 

２ 助成事業者は、助成事業完了後から前項の規定による企業化状況報告書の提出の終了時ま 

ければなりません。 

４ 助成事業者は、交付決定日から６か月を経過する日以降に１回に限り助成事業に係る中間

の実績報告を行うことができます。 

 

第 10 遂行命令 

１ 理事長は、第９に規定する実績報告書、第 20に規定する調査等により、助成事業がこの交

付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、助成事業者

に対し、これらに従って当該助成事業を遂行すべきことを命じることができます。 

２ 助成事業者が前項の規定による命令に違反したときは、その者に対し当該助成事業の一時

停止を命じることができます。 

 

第 11 助成金の額の確定 

１ 理事長は、第９に規定する実績報告書を受理したときは、その内容を審査するとともに必

要に応じて現地調査等を行います。その結果、助成事業の成果及び内容等が助成金の交付決

定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、助成金の額を確定し、当該助成

事業者に助成金確定通知書（様式第６号）をもって通知します。 

２ 前項の規定による調査等の結果、助成事業の成果が助成金の交付決定の内容及びこれに付

した条件に適合しないと認める場合は、当該助成事業者に対し、これに適合させるための措

置をとるべきことを命ずることができます。 

３ 第 10第２項の規定は、前項の規定による命令により助成事業者が必要な措置を行わなかっ

たときに準用します。 

４ 第１項の規定における助成金の確定額は、第３に定める経費区分ごとに、それぞれ実際に

要した助成対象経費に助成率を乗じて得た額と当該経費区分別の助成金交付決定額の配分額

とのいずれか低い額の合計額とします。ただし、助成金は経費区分別に千円未満の端数は切

り捨てるものとします。 

 

第 12 助成金の請求・支払 

１ 助成事業者は、第 11第１項に規定する助成金の確定額の通知を受けたときは、助成金請求

書（様式第７号）を速やかに理事長に提出しなければなりません。 

２ 理事長は、助成事業者から助成金請求書が提出されたときは、速やかに支出するものとし

ます。 

 

第 13 決定の取消し 

１ 理事長は、助成事業者、外注（委託）先の事業者その他助成事業の関係者が次のいずれか

に該当した場合は、助成金交付の決定の全部又は一部を取り消し、不正の内容、助成事業者

及びこれに協力した関係者等の公表を行うことができます。 

(1)   偽り、隠匿その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。 

(2)   助成金を他の用途に使用したとき。 

(3)   助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件、助成金交付決定に基づく命令その他 

助成金で購入した財産を 

処分して収入を得た場合のみ 

 

赤字を一度も計上せず 

一定額以上の経常利益を 

出した場合のみ（Ｐ.35「Ⅷ 

よくあるご質問 Ｑ７」参照） 

 

審査を経て決定した交付決定額です。 

申請書に記載していただいた金額は、交付決定額では

ありませんので、ご注意ください。 

 

★変更申請により、助成対象経費の配分を変更し、 

 交付決定額の配分を変更することはできますが、 

 交付決定額の合計額を増額することはできません。 

１ 助成事業者は、同一事業について複数の助成金及び補助金を受給することはできません。

ただし、助成対象経費又は補助対象経費が本事業と明確に区分できる公社、国、都道府県、

区市町村の実施する他の助成事業及び補助事業等並びに理事長が認める助成事業及び補助事

業については、この限りではありません。 

２ 助成事業者は、前項に違反している場合は、速やかに辞退届（様式第３－１号）を提出し

なければなりません。 

３ 助成事業者は、第１項ただし書きの助成事業及び補助事業に関し、交付決定を受けている

場合又は受けることになった場合、本助成事業の助成金の受給が当該事業における重複受給

その他の規定に違反していないか確認し、違反している場合には、当該事業又は本助成事業

の取下げ等適切な対応をしなければなりません。 

 

第８ 助成事業の内容変更又は遅延の報告等 

１ 助成事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ変更承認申請書（様

式第４－１号）を理事長に提出し、その承認を受けなければなりません。 

(1)   名称（法人名）を変更しようとするとき。 

(2)   助成事業の経費区分ごとの配分額を 20％を超えて変更しようとするとき。 

(3)   その他、理事長が変更の申請が必要であると判断するとき。 

２ 前項の規定によらず、前項(1)及び(3)において、登記等が必要な内容については事後の変

更承認申請ができます。 

３ 助成事業者は、所在地又は印鑑の変更等をしたときは、助成事業変更届（様式第４－２号）

を速やかに理事長に提出しなければなりません。 

４ 助成事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ助成事業中止（廃止）

承認申請書（様式第４－３号）を理事長に提出し、その承認を受けなければなりません。 

(1)   助成事業の遂行が困難で、助成事業を中止（廃止）しようとするとき。 

(2)   その他、理事長が中止（廃止）の申請が必要であると判断するとき。 

５ 理事長は、第１項又は第４項に規定する申請があったときはその内容を審査のうえ、適正

と認められる場合はこれを承認します。なお、変更承認通知書（様式第４－４号）又は中止

（廃止）承認通知書（様式第４－５号）をもって、通知します。 

６ 理事長は、前項に規定する場合において、必要に応じて条件を付すこと、及びこれを変更

することができます。 

 

第９ 事業開始等の報告及び実績報告 

１ 助成事業者は、助成対象期間中に都内で新たに事業を開始したとき及び主たる事業所を開

設したときは、速やかに事業開始等報告書（様式第５－１号）を理事長に提出しなければな

りません。 

２ 理事長は、前項による報告があったときは、速やかに事業開始等報告受理通知書（様式第

５－２号）をもって、当該助成事業者に通知するものとします。 

３ 助成事業者は、交付決定日から６か月を経過する日以降に助成事業を完了したとき又は助成

対象期間が終了したときは、速やかに実績報告書（様式第５－３号）を理事長に提出しな 

第３ 経費の配分 

助成金交付決定額における経費区分ごとの内訳は、別表１のとおりとします。 

 

第４ 助成対象経費の算定期間 

助成対象となる経費は、【交付決定日】より【助成対象期間】までに契約し、支出する経費と

します。ただし、賃借料及び従業員人件費については交付決定日前に契約したものも対象とし

ます。 

 

※助成対象経費の上記期間の末日までに、助成事業に係る支払や決済まで完了していること 

が必要となるため、当該期間を超えて支払や決済を行った経費は対象外となります。 

 

第５ 助成事業者の責務 

助成金の交付対象となった者（以下「助成事業者」という。）は、【助成対象期間】までに助

成事業を完了しなければなりません。 

 

第６ 申請の取下げ及び事情変更による決定の取消等 

１ 助成事業者は、交付決定の内容又はこれに付された条件に異議があり、助成金の交付申請

を取り下げようとするときは、交付決定通知を受けた日から 14日以内に、辞退届（様式第３

－１号）を提出し、取り下げなければなりません。 

２ 助成事業者は、公社・国・都道府県・区市町村等の実施する他の助成事業又は補助事業の

うち、以下のいずれかに該当する事業に関し、本助成事業の申請時点以降本助成事業の交付

決定までの間に併願申請（本助成事業の申請時点において他の助成事業又は補助事業に関し、

既に申請を行っており、本助成事業に関しても申請を行う場合も含む。）を行い、本助成事業

並びに他の助成事業又は補助事業の双方において交付決定を受けることになった場合、速や

かにいずれか一方の助成又は補助を取り下げなければなりません。 

(1)   理事長が認めない助成事業及び補助事業 

(2)   本助成事業で交付決定した経費に係る助成事業者の自己負担額に対して助成又は補助

を行うことになる助成事業及び補助事業 

３ 前項の規定により本助成事業を取り下げる場合は、辞退届（様式第３－１号）を提出しな

ければなりません。 

４ 理事長は、この交付決定の後において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたと

きは、この交付決定の全部若しくは一部の取消し、又はこの交付決定の内容若しくはこれに

付した条件の変更を行うことがあります。ただし、助成事業のうち既に経過した期間に係る

部分については、この限りではありません。 

５ 前項の規定による交付決定の取消しにより、特別に必要となった事務又は事業に対しては、

助成事業を行うために締結した契約の解除によって必要になった賠償金の支払に要する経費

に係る助成金を交付することがあります。 

 

第７ 重複受給の禁止 

助成対象期間中や期間終了後の 

遂行義務や禁止事項が記載してあります。 
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Ｑ３： 助成対象期間中に法人を設立した場合、助成金を受給できますか。 

Ａ３： 創業前の個人・個人事業主で申請を行った場合、交付決定は、個人・個人事業主に対して行われ、

助成対象となる事業は、個人事業となります。そのため、交付決定日から事業完了日までの期間

（助成対象期間）に法人設立を行うと、交付決定に付される条件により助成金を受給できなくな

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（※）助成対象期間終了後に、個人事業主から法人化を行う際、助成事業者の方が当該法人の代表者とし

て同一事業を行う場合には、事業活動を継続している（Ｐ1「（6）助成事業者の方に発生する負

担」参照）と見なします。事業活動を継続していると見なす場合、企業化状況報告や収益納付等の

助成事業完了後の責務は当該法人が継承することとします。 

     なお、助成対象期間中に資本関係や従業員数が変化し、大企業、あるいはみなし大企業（※）と

認められる場合、同様に助成金を受給できなくなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交付決定日（R4/９/1） 

 

事業完了日 

助成対象期間 

交付決定の条件により 

この時期に法人設立を 

行うと助成金を受給できません。 助成事業を継続する 

法人の設立（※） 

申請日 

（※）みなし大企業 

①～④のいずれか１つに当てはまる法人を指します。 

① 交付決定を受けた法人に対し、単一の大企業が下記のいずれかに該当すること。 

・発行済株式総数の２分の１以上を所有していること。 

・出資総額の２分の１以上を出資していること。 

② 交付決定を受けた法人に対し、複数の大企業が下記のいずれかに該当すること。 

・発行済株式総数の３分の２以上を所有していること。 

・出資総額の３分の２以上を出資していること。 

③ 役員総数の２分の１以上を大企業の役員・職員が兼務していること。※但し、当該 

役員又は職員がいわゆる副業により兼務し、経営の自主性、独立性が損なわれていな

いことが認められる場合を除く。 

④ その他、大企業が実質的に経営に参画していると考えられること。 

例 （１） 大企業やその子会社等が過半数の議決権を保持する場合 

（２） 大企業やその子会社等が議決権について指示できる場合 

 なお、大企業とは、中小企業者以外の事業者を指します。 

ただし、下記のいずれかに該当するものは、大企業としては取り扱いません。 

・ 中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社 

・ 投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合 
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Ｑ４： 助成対象にならない経費について教えてください 

Ａ４： Ｐ3～Ｐ10 の助成対象経費、助成対象外経費をご覧ください。助成対象にならない経費につい

ては、以下の点は特にご注意ください。 

 

 １ 申請書に記載がない事業は助成対象になりません。 

   申請書に記載がない事業→この経費は助成対象になりません。 

   申請書に記載がある事業→この経費は助成対象になります。申請書に記載がない明細を助成対象に

したい場合は担当者にご相談ください。（例：申請時には賃借料を記載し

ていなかったが、物件を借りることになったので賃借料を対象にしたい） 

 

 ２ 事業開始前の経費 

   本助成金では、個人事業の開業をもって事業を開始したと見なします。そのため、創業前の個人とし

て助成金の申請を行った方は、経費の支出前に個人事業の開業を行ってください。事業開始前の支出

は助成対象にならない可能性があります。なお、助成対象期間中に法人の設立や法人成りを行うと、

助成金を受給できなくなります（Ｐ1「（6）助成事業者の方に発生する負担」参照）。ご注意くだ

さい。 

 

 ３ 明確に区分できない経費 

他用途と明確に区分できない経費は助成対象になりません。発注書・契約書・請求書等については、

取引内容を明示してください。「～一式」や「～等」の表現は控え、具体的な内容の記載を発行者に

依頼してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ４ 他の公的な助成金の支払を受けた経費（同一経費） 

他の公的な助成金を受給した場合、同一対象物に対する経費は助成対象にならない場合があります。 

（Ｐ33「Ⅷ よくあるご質問 Ｑ５」参照）。 

公的な助成金の受給でなければ、支払を受けた対象物が同一であっても、助成対象になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

例）複数の物品の価格

を合算した金額のみが

記載されている。 

明細が不明な 

レシート 

内容が不明な 

発注書・契約書等 

例）具体的な依頼内容

や仕様が示されて 

いない。 
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他の助成金等と
対象期間が重複している

他の助成金等と
対象期間が重複していない

同一 Ａ Ｂ
（物件の賃借料　⇒○）

（物品の購入費　⇒×）

異なる Ｃ Ｄ

助成対象期間

助
成
・
補
助
を
受
け
て
い
る

対
象
物

×

〇

△

〇

Ｑ５： 他の公的な助成金（公社・国・都道府県・区市町村等）を受給した場合、本助成金を受給するこ

とはできますか。 

Ａ５： 公的な創業関係の助成金を受給した場合は、本助成金を受給することはできません。辞退届もし

くは中止申請（Ｐ14「（２）助成事業の中止（廃止）の報告」参照）を提出してください。公

的な創業関係ではない助成金を受給した場合は、以下の基準でご判断ください。 

本助成金では、同一の対象物に対して支払われる経費を同一経費として扱います。 

なお、他の助成金・補助金を受けている同一経費は助成対象になりません。ただし、賃借料等、

継続して支払われる経費は、助成対象期間（※）の重複がなければ、助成対象物（物件等）が同一

であっても助成対象となります。…下表のケース B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○…本助成事業で助成対象経費になります  ×…本助成事業で助成対象経費になりません 
 

※本助成金の助成対象期間： 令和 4 年（２０２2 年）９月１日 ～ 
令和 6 年（２０２4 年）８月 31 日（最長） 

 

例 1： 創業関係ではない国の助成金を受給したのですが、本助成金を受給できますか。 

       国の助成金の助成対象期間  ：令和３年 4 月 1 日～令和４年８月３１日 

       国の助成金の経費      ：賃借料（事務所家賃） 

回答： 受給できます。…上表のケース B 

     本助成金の助成対象期間と期間の重複がないため、助成対象になります。 

（事務所家賃で本助成金を受給することができます。） 

例 2： 創業関係ではない区の助成金を受給したのですが、本助成金を受給できますか。 

区の助成金の助成対象期間  ：令和４年８月１日～令和５年７月 3１日 

区の助成金の経費      ：器具備品購入費（パソコン①） 

回答： 受給できます。…上表のケース C 

     パソコン費用の受給を希望するのであれば、パソコン①以外のパソコンで申請を行ってくださ

い。パソコン①は同一経費となり助成対象になりません（本助成金を受給できません）。…上表のケ

ース A 
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Ｑ６： 都内のバーチャルオフィスを利用していますが、賃借料は助成対象になりますか。 

Ａ６： 当助成事業では、下記のいずれかを満たす施設をバーチャルオフィスとして扱います。 

    ・利用者の業務スペースが存在しない施設 

    ・契約の範囲内で業務スペースを利用することができず、業務スペースを利用するために別途使 

用料が必要になる施設 

 

     バーチャルオフィスを会議室等として利用して実質的に事業を行っている場合、バーチャルオ

フィスの賃借料は助成対象になります。ただし、単に都内に所在地名を借り受け、郵便物等の送付

を受けているだけの場合は、賃借料が助成対象になりませんので、ご注意ください。 

 

なお「レンタルオフィス」や、フリーデスク・共有スペースを使用する「シェアオフィス」「コワ

ーキングスペース」で実質的に事業を行っている場合も、賃借料が助成対象として認められます。 

 

 

 

実質的に事業

を行っている 

コワーキング 
スペース 
（都内） 

バーチャルオフィス 

（都内） 

バーチャルオフィス 

（都内） 

 

 

賃借料が助成対象になる場合：○  賃借料が助成対象にならない場合：× 

単に都内に所在地名を借り受け、 

郵便物等の送付を受けているだけ 

その他、賃借料として助成対象にならない経費 

 

貸ロッカー、会議室利用など、賃貸借契約に含まれず、別途料金の支払いが 

必要なサービス料金 

レンタルオフィス 

（都内） 

シェアオフィス 

（都内） 
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Ｑ７： 助成事業で収益が出た場合、収益を公社に納付しなければならないのですか。 

Ａ７： 事業完了年度の翌年度から起算して5年間に、助成事業実施により収益を得た場合（産業財産権

の譲渡、実施権の設定、他への供与による収益を含む）には、収益の一部を公社に納付していた

だく場合があります。 

 

ただし、収益納付には免除規定があり、下記①②のいずれかに該当する場合は、収益を納付して

いただく必要はありません。 

 

①事業完了年度の翌年度から起算して5年間に、助成事業で一度でも赤字（営業利益、経常利益、

純利益のいずれかが単体決算で赤字）を計上した場合 

 

     ◎事業年度が4月～3月の方の場合 

 

 

９月  4 月～3 月 4 月～3 月 4 月～3 月 4 月～3 月 4 月～3 月 

      

 

 

 

 

 

   ②上記の期間中に、助成事業の経常利益の合計が一定水準（※）未満の場合 

    申請書に記入していない事業の利益は計算に含める必要はありません。 

    （※）中小企業の一企業（法人）あたりの平均経常利益の5か年の合計額です。 

平均経常利益は中小企業庁「中小企業実態基本調査」における中小企業一企業（法人） 

あたりの経常利益を用いて計算します。各年度の調査結果により平均経常利益は変動しま   

す。令和２年中小企業実態基本調査速報（要旨）（令和元年度決算実績）では、経常利益は 

1,249万円でした。 

 

     ◎事業年度が4月～3月の方の場合 

 

 

 

 

 

９月  4 月～3 月 4 月～3 月 4 月～3 月 4 月～3 月 4 月～3 月 

      

 

 

令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 11 年度 令和 10 年度 

上記の例では赤字を計上したので免除 

令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 11 年度 令和 10 年度 

中小企業の一企業（法人）あたりの平均経常利益の 5 か年の合計額が 5,000 万円だった場合、 

上記の例では合計額が 3,500 万円（5,000 万円未満）なので免除 

事業完了 

年度 

助成事業で 

営業利益 ＋ 

経常利益 ＋ 

純利益  ＋ 

 

助成事業で 

営業利益 ＋ 

経常利益 ＋ 

純利益  ＋ 

 

助成事業で 

営業利益 ＋ 

経常利益 ＋ 

純利益  ― 

 

助成事業で 

営業利益 ＋ 

経常利益 ＋ 

純利益  ＋ 

 

助成事業で 

営業利益 ＋ 

経常利益 ＋ 

純利益  ＋ 

 

助成事業の 

経常利益 

500 万円 

助成事業の 

経常利益 

600 万円 

助成事業の 

経常利益 

700 万円 

助成事業の 

経常利益 

800 万円 

助成事業の 

経常利益 

900 万円 

事業完了 

年度 

助成事業の 

経常利益 

合計 

3,500 万円 
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Ｑ８： 企業化状況報告はどのように提出するのですか。 

Ａ８： 毎年10月頃（予定）に、公社から提出依頼の文面と報告書の様式をお送りします。報告書の必

要箇所に記入し、必要書類を添付して返送していただきます。助成事業の実施状況に加えて、助

成事業に基づく発明・考案等に関して産業財産権の出願や取得を行った場合も、ご報告いただき

ます。 

 

◎事業年度が4月～3月の方の場合 

 

 

９月  4 月～3 月 4 月～3 月 4 月～3 月 4 月～3 月 4 月～3 月 4 月～3 月 

  10 月頃 10 月頃 10 月頃 10 月頃 10 月頃 

 報告書の提出 報告書の提出 報告書の提出 報告書の提出 報告書の提出 

      

実績 実績 実績 実績 実績  

           前年度（4 月～3 月）の実績を、次の年度の 10 月に報告していただきます。 

 

 

 

 

 

 

その他ご不明な点がありましたら、下記までお問い合わせください 

（公財）東京都中小企業振興公社 創業支援課 創業助成担当 

電話：０３－５２２０－１１４２ 

E-mail：sogyo@tokyo-kosha.or.jp 

令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 11 年度 令和 10 年度 

事業完了 

年度 

令和 12 年度 




